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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠体と、該枠体に回転可能に支承されているプラテンと、該プラテンに巻き付けられて
いる記録用紙にプリントを行う印字ヘッドと、前記枠体に回動可能に支承され前記印字ヘ
ッドを支持するヘッド支持部材とを有するラインサーマルプリンタにおいて、前記ヘッド
支持部材は前記印字ヘッドを前記プラテンに向けて押圧する弾性力を有する金属性の板材
で構成されており、前記ヘッド支持部材の弾性力により前記印字ヘッドを前記プラテンに
押圧することを特徴とするラインサーマルプリンタ。
【請求項２】
　前記ヘッド支持部材は、一端に前記印字ヘッドを支持するヘッド支持部を設け、中央に
前記枠体に形成されたヘッド支持部材保持部によって保持される回動中心部を設けたこと
を特徴とする請求項１記載のラインサーマルプリンタ。
【請求項３】
　前記回動中心部は、前記ヘッド支持部材の両側端部に凹状に形成され、前記ヘッド支持
部材保持部は、前記回動中心部にはめ合う凸状に形成されていることを特徴とする請求項
２記載のラインサーマルプリンタ。
【請求項４】
　前記ヘッド支持部材は、「く」の字状に曲げ加工された板材であることを特徴とする請
求項３記載のラインサーマルプリンタ。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、全プリントラインにわたってドット状の発熱素子を有するライン型サーマル印
字ヘッドにより感熱紙を発色させて印字を行うラインサーマルプリンタに関し、特に、プ
ラテンに対して圧着離間操作が可能に印字ヘッドを支持するヘッド支持部材、ヘッド支持
部材を圧着離間操作するためのヘッドアップ部材、およびヘッド支持部材をプラテンから
大きく離間させるヘッドリリース部材の構成に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のラインサーマルプリンタにおいては、例えば、特開平８－３３７０２９号公報のよ
うに印字ヘッドはヘッド支持部材によって支持され、印字ヘッドが発熱した熱はヘッド支
持部材が放熱するように構成されており、印字ヘッドはプラテン押圧部材によってプラテ
ンに押圧されるように構成されていた。
【０００３】
次に、図１１および図１２を用いて上記従来例について説明する。図１１は、印字ヘッド
１０４が印字用紙１１０を介してプラテン１０３に圧接している状態を示す断面図である
。図１２は、印字ヘッド１０４がプラテン１０３から離間している状態を示す断面図であ
る。
【０００４】
図１１において、ヘッドリリース部材１０７によってヘッド押圧部材１０９の中央部を押
してヘッド押圧部材１０９の一端に当接しているヘッド支持部材１０５を反時計方向に回
動させて、印字ヘッド１０４をプラテン１０３に押圧させている。従って、印字ヘッド１
０４は、プラテン１０３に巻き付けられている印字用紙１１０に圧接されている。この状
態は印字可能状態である。
【０００５】
図１２において、ヘッドリリース部材１０７を回動させてヘッド押圧部材１０９を解放し
て、ヘッド支持部材１０５の反時計方向への付勢を解除すると共に、ヘッドリリース部材
１０７と同軸上に固定して設けられている図示せぬヘッド離脱部材によりヘッド支持部材
１０５をプラテン１０３から離脱させ離間した状態に維持している。この状態は、プラテ
ン１０３と印字ヘッド１０４との間に印字用紙１１０が詰まりこの印字用紙１１０を取り
除く場合、および印字ヘッド１０４を清掃する場合に必要である。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
従来のラインサーマルプリンタは、上述のように、印字ヘッドを支持すると共に印字ヘッ
ドが発熱した熱を放熱するためのヘッド支持部材と、印字ヘッドをプラテンに押圧するた
めのヘッド押圧部材とがそれぞれ別に設けられていた。従って、部品点数が多く構造が複
雑になりコストも高くなっていた。
【０００７】
本発明の目的は、印字ヘッドを支持するためのヘッド支持部材を、印字ヘッドをプラテン
に弾性力をもって押圧すると共に、印字ヘッドが発熱した熱を放熱するように構成するこ
とにより廉価にして信頼性があるプリンタを提供しようとするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明においては、枠体と、該枠体に回転可能に支承されて
いるプラテンと、該プラテンに巻き付けられている記録用紙にプリントを行う印字ヘッド
と、前記枠体に回動可能に支承され前記印字ヘッドを支持するヘッド支持部材とを有する
ラインサーマルプリンタにおいて、前記ヘッド支持部材は前記印字ヘッドを前記プラテン
に向けて押圧する弾性力を有する金属性の板材で構成されており、前記ヘッド支持部材の
弾性力により前記印字ヘッドを前記プラテンに押圧することを特徴とするものである。
【００１１】
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　また、前記ヘッド支持部材は、一端に前記印字ヘッドを支持するヘッド支持部を設け、
中央に前記枠体に形成されたヘッド支持部材保持部によって保持される回動中心部を設け
たことを特徴とするものである。
【００１３】
また、前記回動中心部は、前記ヘッド支持部材の両側端部に凹状に形成され、前記ヘッド
支持部材保持部は、前記回動中心部にはめ合う凸状に形成されていることを特徴とするも
のである。
【００１６】
また、前記ヘッド支持部材は、「く」の字状に曲げ加工された板材であることを特徴とす
るものである。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下発明の実施の形態を実施例に基づき図面を参照して説明する。
図１は、本発明に係る一実施例を斜め上方から見た状態を示す斜視図である。図２は、図
１におけるＡ部を拡大して示す詳細図である。図３は、図１におけるプリンタの組立状態
をを示す説明図である。図４は、図１におけるＢ－Ｂ線矢視の状態を示す側面図である。
図５は、図１におけるＣ－Ｃ線断面の状態を示す側面断面図である。図６は、図１におけ
るＤ－Ｄ線断面の状態を示す側面断面図である。図７は、図４におけるヘッドアップ部材
６を矢印Ｅの方向に起動させた状態を示す側面図である。図８は、図７におけるヘッドア
ップ部材６の状態のときの図１におけるＣ－Ｃ線断面の状態を示す断面図である。図９は
、図７におけるヘッドアップ部材６の状態のときの図１におけるＤ－Ｄ線断面の状態を示
す断面図である。図１０は、図６の状態におけるヘッドリリース部材７を矢印Ｇの方向に
回動させた状態を示す断面図である。
【００１８】
図１において、本発明に係る一実施例の主要構成について説明する。基板１には枠体２が
固着されている。枠体２にはプラテン３が回転可能に取り付けられており、プラテン３の
軸にはヘッドアップ部材６が、プラテン３の軸に対して独立して回動可能に取り付けられ
、回動位置を変えることにより印字ヘッド４のプラテン３に対する離接を行うように構成
されている。また、枠体２にはヘッド支持部材５が前後方向に揺動可能に取り付けられ、
ヘッド支持部材５には、図６に示すように印字ヘッド４が固着されている。また、枠体２
はヘッドリリース部材７が回動可能に取り付けられ、カム機能によりヘッド支持部材５を
押すことにより、印字ヘッド４を、プラテン３に巻き付けられた印字用紙１０に圧接する
ように構成されている。さらに、枠体２にはプラテンを回転させるためのモータ８が固着
されている。
【００１９】
図２において、図１におけるＡ部の状態について説明する。ヘッド支持部材５は、ヘッド
支持部材５の前後方向中央の両端部に形成された回動中心部５ａが枠体２の２カ所に形成
されたヘッド支持部材保持部２ａによって、前後方向に揺動可能に支持されている。
【００２０】
図３において、図１におけるプリンタの組立状態について説明する。枠体２には、プラテ
ン３、ヘッドアップ部材６、モータ８が組み付けられている。これらの部品が組み付けら
れた枠体２に形成されているヘッドリリース部材支持部２ｂと、基板１に形成されたヘッ
ドリリース部材支持部１ａとの間にヘッドリリース部材７を回動自在に支持すると共に、
枠体２の２カ所に形成されているヘッド支持部材保持部２ａと基板１の上面との間にヘッ
ド支持部材５を前後方向に揺動可能に支持するように、枠体２と基板１とを固定している
。ヘッドリリース部材７にはヘッドリリース部材７を手指で操作するための操作部７ａが
形成されている。ヘッド支持部材５には、ヘッドアップ部材６によってヘッド支持部材５
をプラテン３に対して離接操作するための突部５ｂと、ヘッドリリース部材７によって押
圧解放操作されるためのヘッドリリース部材当接部５ｃが形成されている。
【００２１】
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図４において、図１におけるプリンタのＢ－Ｂ線矢視による側面状態について説明する。
ヘッドアップ部材６は、プラテン３の軸に回動可能にはめ合わされて取り付けられており
、操作部６ａが水平位置に位置決めされている。
【００２２】
図５において、図１におけるプリンタのＣ－Ｃ線断面の状態について説明する。ヘッドア
ップ部材６には、ヘッド支持部材５を解放して印字ヘッド４をプラテン３に圧接させるた
めのヘッド解放カム部６ｂと、ヘッド支持部材５の突起部５ｂを押し上げて印字ヘッド４
をプラテン３から離間させるためのヘッド押し上げカム部６ｃとが形成されている。図５
は、操作部６ａが水平位置に位置決めされており、ヘッド解放カム部６ｂが突起部５ｂに
対向している状態である。
【００２３】
図６において、図１におけるプリンタのＤ－Ｄ線断面の状態について説明する。ヘッド支
持部材５は鋼板で形成されており弾力性を有している。ヘッド支持部材５には、図２に示
すような２カ所の回動中心部５ａ、突起部５ｂ、ヘッドリリース部材当接部５ｃが形成さ
れ、回動中心部５ａがヘッド支持部材保持部２ａに保持されている。また、ヘッド支持部
材５には印字ヘッド４が固着されている。従って、印字ヘッド４が発生した熱はヘッド支
持部材５に伝わり、大きな放熱面積を有するヘッド支持部材５の表面から空気中に放散さ
れる。
【００２４】
ヘッドリリース部材７には操作部７ａが形成されており、図６は、操作部７ａを手指によ
って左方向に回動させて、ヘッドリリース部材７がヘッド支持部材５のヘッドリリース部
材当接部５ｃを押し上げた位置に位置決めされた状態である。ヘッドリリース部材当接部
５ｃがヘッドリリース部材７によって押し上げられることによって、ヘッド支持部材５は
ヘッド支持部材保持部２ａを回動中心として時計方向に回動し、ヘッド支持部材５に固着
されている印字ヘッド４は、プラテン３に巻き付けられている印字用紙１０に圧接されて
いる。印字ヘッド４がプラテン３に圧接されている状態においては、ヘッド支持部材５の
、回動中心部５ａとヘッドリリース部材当接部５ｃとの間は撓み、この撓んだ力によって
印字ヘッド４はプラテン３に圧接されている。
【００２５】
図７において、図４におけるヘッドアップ部材６の操作部６ａを矢印Ｅの方向に回動させ
た状態について説明する。ヘッドアップ部材６は、図４に示す操作部６ａの水平位置から
矢印Ｅの方向に回動させることにより、印字ヘッド４は、プラテン３に巻き付けられてい
る印字用紙１０に圧接されている状態から離脱し離間状態となる。
【００２６】
図８において、図７におけるヘッドアップ部材６の状態のときの図１におけるＣ－Ｃ線断
面の状態について説明する。ヘッドアップ部材６を図７の状態に回動させると、ヘッド押
し上げカム部６ｃが突起部５ｂに対向する。ヘッド押し上げカム部６ｃを突起部５ｂに対
向させると、ヘッド押し上げカム部６ｃはヘッド支持部材５の突起部５ｂを押し上げて印
字ヘッド４をプラテン３から離間させる。
【００２７】
図９において、図７におけるヘッドアップ部材６の状態のときの図１におけるＤ－Ｄ線断
面の状態について説明する。ヘッドアップ部材６のヘッド押し上げカム部６ｃが突起部５
ｂを押し上げて印字ヘッド４をプラテン３から離間させた状態においては、回動中心部５
ａとヘッドリリース部材当接部５ｃとの間は更に大きく撓むことになる。
【００２８】
図１０において、図６の状態からヘッドリリース部材７を矢印Ｇの方向に回動させた状態
について説明する。図６に示す状態からヘッドリリース部材７を矢印Ｇの方向に回動させ
図１０の状態にすると、ヘッドリリース部材７によって押し上げられていたヘッドリリー
ス部材当接部５ｃは解放され、ヘッド支持部材５はヘッド支持部材保持部２ａを中心に回
動可能になり、印字ヘッド４はプラテン３から大きく離間することが可能となる。
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【００２９】
　本発明によれば、ヘッド支持部材は弾性力を有する金属性の板材で構成されており、該
ヘッド支持部材の弾性力によりヘッドをプラテンに押圧するように構成されているので、
ヘッドをプラテンに押圧するために別途押圧部材を設ける必要がなく、プリンタの構成を
簡素化することができ、コストを押さえることが可能になるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る一実施例を斜め上方から見た状態を示す斜視図である。
【図２】図１におけるＡ部を拡大して示す詳細図である。
【図３】図１におけるプリンタの組立状態をを示す説明図である。
【図４】図１におけるＢ－Ｂ線矢視の状態を示す側面図である。
【図５】図１におけるＣ－Ｃ線断面の状態を示す側面断面図である。
【図６】図１におけるＤ－Ｄ線断面の状態を示す側面断面図である。
【図７】図４におけるヘッドアップ部材６を矢印Ｅの方向に起動させた状態を示す側面図
である。
【図８】図７におけるヘッドアップ部材６の状態のときの図１におけるＣ－Ｃ線断面の状
態を示す断面図である。
【図９】図７におけるヘッドアップ部材６の状態のときの図１におけるＤ－Ｄ線断面の状
態を示す断面図である。
【図１０】図１０は、図６の状態におけるヘッドリリース部材７を矢印Ｇの方向に回動さ
せた状態を示す断面図である。
【図１１】印字ヘッド１０４が印字用紙１１０を介してプラテン１０３に圧接している状
態を示す断面図である。
【図１２】印字ヘッド１０４がラテン１０３から離間している状態を示す断面図である。
【符号の説明】
１　基板
２　枠体
３、１０３　プラテン
４、１０４　印字ヘッド
５、１０５　ヘッド支持部材
５ａ　回転中心部
５ｂ　突起部
６　ヘッドアップ部材
６ａ　操作部
６ｂ　ヘッド解放カム部
６ｃ　ヘッド押し上げカム部
７、１０７　ヘッドリリース部材
７ａ　操作部
８　モータ
１０９　ヘッド押圧部材
１０、１１０　印字用紙
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